
 

 

 

 

第 １ 部   

 

広島県の男女共同参画の現状 
 

（注）コメント欄の     内には，データの特徴を記載し，  印を付けている 

   グラフや表については，データを更新しています。また，    の部分には， 

   参考として全国データを記載しています。 



 

１ データから見た県の男女共同参画の現状 

 

環境づくり 

 ■ 労  働                                    

 雇用形態別に見た雇用者数の推移   
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 雇用形態別に見た雇用者数の割合〔平成１４（２００２）年〕 
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 １ 雇用形態別に見た雇用者数  
  
   
 
 
   

  平成 14（2002）年の女性雇 
 用者数は 520 千人で，男女雇用 
 機会均等法（28 ページ参照）施 
 行（昭和 61（1986）年）前の 
 昭和 57（1982）年と比較する 
 と，20 年間で 167 千人（47.3％） 
 増加しています。 
  一方，男性雇用者数は 719 
千 
 人で，54 千人（8.1％）の増加 
 となっています。 
  雇用形態別に見ると，平成 
 14（2002）年の正規の職員・従 
 業員の割合では，女性は 44.9％ 
 で，男性の 76.9％を大きく下回 
 っています。 
  一方，パート，アルバイトと 

 その他（労働者派遣事業所の派 
 遣社員など）の非正規就業者の 
 割合では，女性は 50.2％で，  
 男性の 13.8％を大きく上回って 
 おり，男女ともに上昇傾向にあ 

（注）雇用形態：雇用者を勤め先での呼称によって，「正規の職員・従業員」，「パート，アルバイト」，「その他」（労働 
        者派遣事業所の派遣社員など），「役員」の四つに区分 
資料：総務省「就業構造基本調査」 

雇用者のうち「正規の            

職員・従業員」の割合は

女性 44.9％，男性 76.9％ 

注意事項：百分率の合計については，四捨五入の関係で 
     100.0％にならない場合があります。 
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  年齢別労働力率  
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２ 労働力率  
  
 
 
 
 

  労働力率は，男性は 20 歳代 
 後半から 50 歳代までを山とす 
 る台形を描いています。 
  一方，女性は 30 歳代を谷と  
 するＭ字カーブを描いていま 
 す。これは，結婚，出産を契機 
 に職場を離れ，子育てが一段落 
 したところで再就職するという 
 就業パターンを持つ人が多く， 
 それがＭ字カーブの要因となっ 
 ているものと考えられます。近 
 年，このＭ字カーブは上方へシ 
 フトする傾向にあります。 
  平成 17（2005）年の労働力 
 率を全国と比較すると，男女共 
 に同様の傾向が見られます。 
  また，女性の労働力率には配 
 偶者の有無で大きな違いが現れ 
 ています。 
 
  育児や介護を理由として退職 
 した労働者のための再雇用制度 
 が整備されている事業所の割合 
 は 29.1％となっています。 
 
 
 
 
 
 
 

女性の労働力率は 30 歳代

を谷とするＭ字カーブ 

【参考】再雇用制度（育児・介護のため） 
    の導入状況 
〔事業主調査〕 

（注）調査対象は，広島県内の本所事業所

   2,500 社 

資料：広島県「広島県働く男女の雇用環境

    実態調査」（平成 17（2005）年度）

女性の年齢別，
配偶関係別労働力率
〔平成１７（２００５）年〕

（注）労働力率：15 歳以上人口に占める 

              労働力人口の割合 

   平成 17（2005）年の労働力率は労働力 

   状態不詳を除いて算出している。 

             労働力人口   

 15 歳以上人口    （就業者（休業者を含む）           

              と完全失業者）       

            非労働力人口 

              （主に家事従事，学生，          

               高齢者等）     

資料：総務省「国勢調査」 

【参考】年齢別労働力率（全国・県）〔平成１７（２００５）年〕 
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  労働者の所定内給与額の格差の推移（全国・県）  

３ 労働者の賃金 
 
 
 
 
  一般労働者（女性）の１時間 
 当たりの所定内給与額は，平成 
 19（2007）年で一般労働者（男 
 性）の 67.1％であり，男女間の 
 差には，依然として開きがあり 
 ます。 

女性の給与額は男性の

67.1％ 

－7－

労働者の所定内給与額の推移  

（注）所定内給与額：きまって支給する現金給与額のうち，超過労働給与額を差し引いた額 
   1 時間当たりの所定内給与額： 
          各年 6 月分として支給された所定内給与額を同月の所定内実労働時間数で除して算出している。 
   一 般 労 働 者      ：短時間労働者以外の労働者 
   短時間労働者：同一事業所の一般の労働者より１日の所定労働時間が短い又は１日の所定労働時間が同じでも 
          １週の所定労働日数が少ない労働者 
資料：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 
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■ 職業生活と家庭生活の両立                              
 育児休業制度の規定の有無  

    〔事業主調査〕 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 介護休業制度の規定の有無  
  〔事業主調査〕 
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ある ない

【参考】介護休業制度の規定状況（全国） 
 

  平成 14（2002）年度  規定あり 55.3％ 
 
  平成 17（2005）年度  規定あり 55.6％ 

【参考】育児休業制度の規定状況（全国） 
 
  平成 14（2002）年度  規定あり 61.4％ 
 
  平成 17（2005）年度  規定あり 61.6％ 
 

１ 育児・介護休業制度 
 
【整備状況】 
 
 
 
 

   
  育児・介護休業制度（29 ペー 
 ジ参照）については，従業員規 
 模の大きい事業所ほど，整備率 
 が高くなっています。 

 また，平成 14（2002）年度

と比較すると，平成 17（2005）
年度の整備率は，育児休業制度

が 12.9 ポイント，介護休業制度

が 14.7 ポイント上昇していま

す。 
 
 
 
 
 
 
 

 （注）調査対象は，広島県内の本所事業所 2,500 社 
    （平成 14（2002）年度は 2,000 社） 
 資料：広島県「広島県働く男女の雇用環境実態調査」，

    広島県人権男女共同参画課調べ 

育児休業制度は 69.8％，介

護休業制度は 59.7％の事

業所で整備 

 

 【介護休業】 
 対象家族（※）を 2 週間以上の期

間にわたり常時介護を必要とする

男女労働者が対象で，対象家族 1 人

につき，一の要介護状態ごとに 1 回，

通算して 93 日を限度として取得で

きます。 
（※対象家族） 
 配偶者，父母・子・配偶者の父母， 
労働者が同居し，かつ扶養してい  
る祖父母，兄弟姉妹，孫 

－8－

【育児休業】 
 1 歳に満たない子を養育する男女

労働者が対象で，子が 1 歳(一定の場

合は 1 歳 6 ヶ月)に達するまで取得

できます。平成 17（2005）年 4 月

に育児・介護休業法が改正施行さ

れ，一定の範囲の期間雇用者は対象

となりました。 
（次に該当するものを除く。） 
 日々雇い入れられるものや，労使

協定で定められた一定の労働者（配

偶者が常態として育児休業に係る

子を養育することができると認め

られる労働者等） 

（注）調査対象は，常用労働者 5 人以上を雇用している民営事業所 

   のうち 10,025 事業所 

   （平成 14（2002）年度は約 10,000 事業所） 

資料：厚生労働省「女性雇用管理基本調査」 

（注）調査対象は，常用労働者 5 人以上を雇用している民営事業所 

   のうち 10,025 事業所 

   （平成 14（2002）年度は約 10,000 事業所） 

資料：厚生労働省「女性雇用管理基本調査」 
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  女性従業員の育児休業取得率    
     〔事業主調査〕 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 介護休業制度の利用状況  
  〔事業主調査〕 
 

【参考】育児休業取得率（全国） 

  平成 18（2006）年度  女性 88.5％ 男性 0.57％ 

【育児休業の取得状況】 
 

 
 
   

  育児休業の取得状況（対象者 
 数に対する取得者数の割合）に 
 ついては，女性従業員 73.2％， 
 男性従業員 0.1％となっていま 
 す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【介護休業の利用状況】 
 
 
 
 
    
  介護休業の利用状況について 
 は，全事業所のうち「取得者が 
 いた」と回答した事業主の割合 
 は 5.0％となっています。 

 （注）調査対象は，広島県内の本所事業所 2,500 社 
    育児休業取得率：平成 17（2005）年 6 月 1 日に

    おいて勤務している従業員で，育児休業を取得し

    た者の割合 
    介護休業制度の利用状況：平成 17（2005）年 
    6 月 1 日において勤務している従業員で，介護休

    業を取得した者がいた事業所の割合 
 資料：広島県「広島県働く男女の雇用環境実態調査」 
    （平成 17（2005）年度） 

（平成 16（2004）年 6 月 1日から平成 17（2005）年 6 月 1日までの状況） 

（平成 16（2004）年 6 月 1日から平成 17（2005）年 6 月 1日までの状況） 介護休業の「取得者がいた」

と回答した事業主の割合

は 5.0％ 

男性従業員の 

育児休業取得率は

0.1％（取得者4人）

育児休業の取得状況は， 
女性 73.2％，男性 0.1％ 

【参考】介護休業制度の利用状況（全国） 

   

        
                  

女性のみ 0.69％ 
男性のみ 0.27％ 
男女とも 0.04％ 

（注）調査対象は，常用労働者 5 人以上を雇用している民営事業所のうち 
   10,025 事業所 
   平成 16（2004）年 4 月 1 日から平成 17（2005）年 3 月 31 日までに

   介護休業を開始した者がいた事業所の割合 
資料：厚生労働省「女性雇用管理基本調査」 

（注）調査対象は，本社において常用労働者 30 人以上を雇用している民営

   企業のうち約 7,000 企業 
   平成 17（2005）年 4 月 1 日から平成 18（2006）年 3 月 31 日までの

   １年間の出産者又は配偶者が出産した者のうち，平成 18（2006）年

   10 月 1 日までに育児休業を開始した者（育児休業開始予定の申出を 
   している者を含む。）の割合 
資料：厚生労働省「女性雇用管理基本調査」 

平成 17（2005）年度  1.0％ 
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【利用希望】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       

  女性従業員は，今後，出産し 

 たときは，59.9％が育児休業制 

 度を「利用しようと思う」と回 

 答していますが，「利用しない」 

 と回答した人も 29.3％に達して 

 います。 

  その主な理由としては，「上司 

 や同僚に気兼ね」（38.7％）， 

 「復職後同じ仕事に就けるか不 

 安」（35.7％）などをあげていま 

 す。 

  一方，男性従業員は，「利用し 

 ない」と回答した人が 60.5％で， 

 その主な理由としては，「子ども 

 の世話をしてくれる人がいる」  

 （38.7％），「休業中の収入が減 

 少する」（33.3％）などをあげて 

 います。   

   

  介護休業制度の利用希望につ 

 いては，女性従業員 69.6％，男性 

 従業員 64.4％となっています。 

  「利用しない」と回答した人は，              

 女性従業員 27.2％，男性従業員 

 34.0％で，その主な理由として， 

 女性従業員は「上司や同僚に気兼 

 ね」（40.3％），「会社で介護休業 

 をとった例がない」（37.1％）な 

 どを，男性従業員は「休業中の収 

 入が減少する」（36.9％），「上司 

 や同僚に気兼ね」（29.2％）など 
 をあげています。 

制度を利用しない主な

理由は，女性では両制度

共に「上司や同僚に気兼

ね」，男性では育児休業

については「子どもの世

話をしてくれる人がい

る」，介護休業について

は「休業中の収入が減少

する」が最多 

（「利用しない」と回答した従業員）複数回答 

（「利用しない」と回答した従業員）複数回答 

 （注）調査対象は，広島県内の本所事業所 2,500 社 
    に勤務する女性従業員，男性従業員各 2,500 人 
 資料：広島県「広島県働く男女の雇用環境実態調査」 
    （平成 17（2005）年度） 

【利用希望】 

【利用しない理由】 

【利用希望】 

【利用しない理由】 
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いない
89.4%

無回答
4.4%

いた(男性のみ)
0.5%

いた(男女とも)
1.0%

いた(女性のみ）
4.8%

6.3%

  
 男性の育児休業制度利用に対する考え 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 子の看護休暇制度の規定の有無〔平成１７（２００５）年度〕             
 〔事業主調査〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 子の看護休暇制度の利用状況〔平成１７（２００５）年度〕             
 〔事業主調査〕 
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8.2

12.0

29.6

48.3

14.0

22.9

23.1

22.028.0

2.0

6.9 40.0
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3.9

1.0

3.1

300人以上

100～299人

100人未満

全       　体

制度として明文化されていないが，慣行としてある　           　検討中　　  無回答

　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　50　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　100　(%)

ある ない

（内　　訳）

【参考】子の看護休暇制度の規定状況（全国） 

   平成 17（2005）年度  規定あり 33.8% 

【男性の育児休業】  

  

 
 
 
  男性の育児休業制度利用に対 

 して，「当然取得してもよい」 

 （女性従業員 43.3％，男性従業 

 員 32.7％），「できれば取得した 

 方がよい」（女性従業員 32.3％，  

 男性従業員 34.8％）と肯定的な 

 考え方が約７割を占めています。 

 
２ 子の看護休暇制度  

   

 
 
  子の看護休暇制度の規定が整 

 備されている事業所の割合は 

 28.0％となっています。 

子の看護休暇制度は 

28.0％の事業所で整備 

男性が育児休業制度を利用           

することに肯定的な意見

は全体の約７割 

（平成 16（2004）年 6 月 1 日から平成 17（2005）年 6 月 1 日までの状況） 

 

【参考】 子の看護休暇制度の利用状況（全国） 
 

（注）調査対象は，常用労働者 5 人以上を雇用している民営事業所 
   のうち 10,025 事業所 
   平成 17（2005）年 10 月 1 日において勤務している従業員で， 
   就学前までの子を持つ労働者がいる事業所のうち，平成 17 
   （2005）年 4 月 1 日から平成 17（2005）年 9 月 30 日までに子の 
   看護休暇を取得した者がいた事業所の割合 
資料：厚生労働省「女性雇用管理基本調査」 

－11－

（注）調査対象は，広島県内の本所事業所 2,500 社 
   及びそこに勤務する女性従業員，男性従業員 
   各 2,500 人 
   （平成 14（2002）年度は 2,000 人） 
   子の看護休暇制度の利用状況：平成 17（2005）
   年 6 月 1 日において勤務している従業員で，子

   の看護休暇を取得した者がいた事業所の割合 
資料：広島県「広島県働く男女の雇用環境実態調査」，

   広島県人権男女共同参画課調べ 

（注）調査対象は，常用労働者 5 人以上を雇用している民営事業所 
   のうち 10,025 事業所 
資料：厚生労働省「女性雇用管理基本調査」 

平成 17（2005）年度   8.2％ 

【子の看護休暇】 
 小学校就学前の子を養育する男

女労働者が対象で，1 年に 5 日まで

病気やけがをした子の看護のため

に取得できます。平成 17（2005）
年 4 月に育児・介護休業法が改正施

行され，創設されました。 
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29.0

33.3
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その他

有給休暇の日数を多くすること

短時間勤務制度の導入

育児・介護関係施設の整備，サービスの充実

育児・介護休業制度を利用しやすくすること

時間外労働を少なくすること

有給休暇を取得しやすくすること

フレックスタイム制度など柔軟な勤務体制の導入

職場の管理・監督者や同僚の配慮，協力

育児・介護，家事等を家族が分担

事業主

女性従業員

男性従業員

パート

（%）

  
 仕事と家庭の両立のために重要なこと 複数回答 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  保育所入所児童数（年齢別）の推移  
 

４ 保育所入所児童数 
 
 
 
 
  平成 20（2008）年 4 月 1 日 

 現在の県内の保育所入所児童数 

 は，52,462 人で横ばい傾向とな 
 っており，待機児童数について 
 は，47 人と減少しています。 

入所児童数は横ばい傾向 

（注）調査対象は，広島県内の本所事業所 2,500 社及びそこに勤務する女性従業員，男性従業員，パート各 2,500 人   

資料：広島県「広島県働く男女の雇用環境実態調査」（平成 17（2005）年度） 

３ 仕事と家庭の両立  

  

 
 
  

  仕事と家庭の両立のために              

 重要なこととして，事業主は，               

 「育児・介護，家事等を家族が 

 分担」を最も多くあげています。 

  一方，女性従業員とパートは 

 「育児・介護休業制度を利用し 

 やすくすること」を，男性従業 

 員は「有給休暇を取得しやすく 

 すること」を最も多くあげてい 

 ます。 

  

従業員が求めるものは， 

制度を利用しやすい環境 

－12－

（注）各年 4 月 1 日現在 
資料：広島県健康福祉局調べ 
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平成 19 

 (2007)年 

   56 人 

 

平成 20 

 (2008)年 

   47 人 



 

 ■ 社会参画                                    
県・市町の議員の状況  
 

〔平成 19（2007）年 12 月 31 日現在〕 
女性議員 

区  分 議員総数 
（人） 人数（人） 割合（％）

県議会 66 （68）    5 （3）  7.6（4.4）

市町議会  608 （652）   49（49）  8.1（7.5）
市  447 （483）   39（39）  8.7（8.1）
町   161  （169）   10（10）  6.2（5.9）

（注）括弧内は前年同期 
資料：総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調等」 
 
 

県の行政委員会・審議会等委員の状況  
     〔平成 20(2008)年 6 月 1 日現在〕 

行政委員会・審議会等数 委員数 

女性が参画している 

委 員 会 ・ 審 議 会 
女性委員 

区 分 
総数

会数
割合 

（％） 

総数 

（人） 人数

（人）

割合 

（％）

行政委員会 
（地方自治法 

第180条の5関係）

9 

(9)

7 

(7) 

77.8 

(77.8) 

71 

(71) 

12 

(12)

16.9 

(16.9)

審議会等 
53 

(51)

50 

(48)

94.3 

(94.1) 

1,141 

(1,114) 

299 

(288)

26.2 

(25.9)

 
５審議会※を

除く 

48 

(46)

48 

(46)

100.0 

(100.0) 

906 

(877) 

294 

(285)

32.5 

(32.5)

（注）括弧内は前年同期 
      ※５審議会：法令等により構成員の職務分野が指定されている審議会 

   広島県交通安全対策会議，広島県石油コンビナート等防災本部， 
   広島県防災会議，広島県地方港湾審議会及び広島県国民保護協議会   

                        資料：広島県人事課，広島県教育委員会，広島県警察本部調べ 
 
 審議会等における女性委員の割合の推移（全国・県・市町） 

 

１ 県・市町の議員 
  

  

 

   

  平成 19（2007）年 12 月 31 
 日現在の女性議員の割合は，県 

 議会では 7.6％（5 人），市町議 
 会では 8.1％（49 人）で増加傾 

 向にあります。 
 
 
 

２ 県・市町の審議会等委員 
 
 
 
 
 

 政策・方針の立案や決定過程

への男女共同参画を促進するた

め，県は審議会等（地方自治法

第 138 条の 4 第 3 項の規定によ

り設置している附属機関）委員

へ積極的に女性を登用すること

としています。 
  この結果，県の審議会等委員 

 のうち女性委員の占める割合は，               
 「広島県男女共同参画基本計画 
 （第 2 次）」に掲げている平成 
 22（2010）年度の目標値 30％に 
 対して，平成 20（2008）年 6 月 
 1 日現在で 26.2％となっていま 
 す。 
  なお，市町の審議会等委員の 
 うち女性委員の占める割合は， 
 平成 20（2008）年 4 月 1 日現在 
 で 23.7％となっています。 
 （市町の審議会等委員の状況に 
 ついては 62 ページ参照） 

（注） 県は 6 月 1 日現在 

    市町は 4 月 1 日現在 （ただし，平成 14(2002)年・平成 15(2003)年は 3 月 31 日現在） 

    平成 20（2008）年の全都道府県の数値は，内閣府が平成 20（2008）年 9 月に公表予定 

資料：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」，

   広島県人事課，広島県人権男女共同参画課，広島県教育委員会，広島県警察本部調べ    

審議会等における女性委

員の割合は長期的には増

加傾向 

女性議員の割合は増加 
傾向 

－13－
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 県職員の採用状況   

 
 
 
 
 

 職員及び管理職の状況（全国・県･市町） 

   
区  分 総数（人） 女性（人） 男性（人） 女性割合（％）

職員数 6,997 2,061 4,936 29.5
県 

管理職 597 32 565 5.4
職員数 30,321 11,596 18,725 38.2

市町 
管理職 2,693 293 2,400 10.9

（注）職員数には，教員は含まない。 
   県の職員数は，知事部局，教育委員会事務局，議会事務局，各行政委員会 
   及び企業局の一般職職員数（平成 19（2007）年からの職員数には， 
   公立大学法人化に伴い県立大学教員は含まない。） 
   市町の職員数は，市町長部局，教育委員会事務局，議会事務局， 
   各行政委員会等及び公営企業の水道局等の一般職職員数 
   平成 20（2008）年 4 月 1 日現在の全都道府県及び全市（区）町村の 
   女性管理職割合は，内閣府が平成 20（2008）年 9 月に公表予定 
   全市（区）町村の女性管理職割合は，平成 14（2002）年から集計 

３ 県職員の採用 
 

  
 
 

  平成 20（2008）年度の県職 
員の採用者数は 67 人で，女性

30 人（44.8%），男性 37 人

（55.2%）となっています。 
  
 
 
 
 
 

４ 県・市町の職員及び管理職 
 
 
 
 
 

  平成 20（2008）年 4 月 1 日 

 現在の県職員は 6,997 人で， 

 女性職員 2,061 人（29.5％）， 

 男性職員 4,936 人（70.5％）と 
 なっています。 
  このうち管理職（課長・室長 
 相当職以上）にある女性職員は 
 32 人で，全管理職 597 人に占め 
 る割合は 5.4%となっています。 
  また，県内の市町職員は 
 30,321 人で，女性職員 11,596 
 人（38.2％），男性職員 18,725 
 人（61.8％）となっています。 
  このうち管理職（課長相当職 
 以上）にある女性職員は 293 人 
 で，全管理職 2,693 人に占める 
 割合は 10.9％となっており，前 
 年と比較して増加しています。 
  

県職員の採用者に占める

女性割合は 44.8％ 

県，市町とも女性管理職の

割合は，長期的には増加 
傾向 

資料：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する 
   施策の推進状況」，広島県人事課，広島県人権男女共同参画課， 
   広島県教育委員会調べ 

〔平成 20(2008)年 4 月 1 日現在〕

－14－ 

（注）各年 4 月 1 日現在 
   採用者数：大学卒業程度試験，短期大学卒業程度試験，高校卒業程度 
        試験及び身体に障害がある人を対象とした試験による採用 
        者の合計（警察官試験による採用者は含まない。） 
資料：広島県人事委員会調べ 
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8.7

14.2

7.9
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5.9

5.3

5.8

25.4

28.4

28.3
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4.0

5.1
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17年度

(2005)
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(2002)

平成11

(1999)

5～9% 10～14% 15～19% 20%以上5%未満

(％）

無回答

   女性管理職の登用状況  
  〔事業主調査〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 全管理職に占める女性管理職の割合  
 〔事業主調査〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 女性を管理職に登用しない理由〔平成１７（２００５）年度〕             
 〔事業主調査〕 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 農林水産業における方針決定の場への女性参画状況  

 

               〔平成 20（2008）年 4 月 1 日現在〕 

女 性 
区 分 総数 

（人） 人数（人） 割合（％） 
農協役員 398 6 1.5
農業委員 659 29 4.4
指導農業士 61 2 3.3
農業士 360 27 7.5
青年農業士 46 0 0.0
漁協役員 859 3 0.3
（注）農協役員及び漁協役員は平成 19（2007）年 3 月 31 日現在 

資料：広島県農林水産局調べ 

５ 県内事業所の管理職 
 
 
 
 
 

  
 
  女性を管理職（課長相当職以

上）に登用している事業所の割

合は 36.2％で，平成 14（2002）
年度と比較すると，横ばい傾向

にあります。 
  また，全管理職に占める女性

管理職の割合は「5％未満」と

回答した事業主の割合が 42.6％
となっています。 

   
  女性を管理職に「登用してい 
 ない」主な理由は，「十分な経験 
 ・能力を有する女性がいない」， 
 「適当な職種，業務がない」               
 などとなっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６ 農林水産業における方針決定 
  の場への女性の参画 
 
 
 
 
 
  農林水産業に従事する女性の 

 方針決定の場への参画状況は， 
 農協役員が 1.5%，農業委員が 
 4.4%，漁協役員が 0.3%などと 
 なっています。 
  

女性管理職を登用してい

る事業所の割合は36.2％， 

全管理職に占める女性管

理職の割合は「5％未満」

が最多 

農林水産業における 

方針決定の場への 
女性参画状況は 10%未満 

（注）調査対象は，広島県内の本所事業所 2,500 社 
   （平成 11（1999）・14（2002）年度は 2,000 社）

資料：広島県「広島県働く男女の雇用環境実態調査」

（「登用していない」と回答した事業主） 複数回答 
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36.2

36.3

29.5

62.1

56.9

67.3

6.8

17年度
(2005)

14
(2002)

平成11
(1999)

登用している 登用していない 無回答

      0                                      50                                   100(%)

3.2

1.8

【参考】女性管理職を有する企業割合（全国） 
 平成 18（2006）年度 
     部長相当職  8.8％ 
     課長相当職 21.1％ 

（注）調査対象は，本社において常用労働者 
   30 人以上を雇用している民営企業の 
   うち約 7,000 企業 
資料：厚生労働省「女性雇用管理基本調査」 
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人人人人づくりづくりづくりづくり　　　　■■■■　　　　意意意意　　　　　　　　識識識識
        男男男男女女女女のののの地位地位地位地位のののの平等感平等感平等感平等感　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　
１１１１　　　　男女男女男女男女のののの地位地位地位地位
　　　　　　　　男女の地位の平等感について，             　〔平等〕と回答した人の割合は　「学校教育の場」で59.2％と              　最も高く，次いで「法律や制度　上」（39.7％），「家庭生活」　（29.6％）となっています。　　また，〔男性優遇〕（「男性の　方が優遇されている」＋「どち　らかといえば男性の方が優遇さ　れている」）と回答した人の割合　は，「社会通念，習慣，しきたり　など」が 72.2％で最も高く，　「社会全体」（67.7％），「職場」　（63.8％）と続いており，すべ　ての分野で〔女性優遇〕（「どち　らかといえば女性の方が優遇さ　れている」＋「女性の方が優遇　されている」）を上回っていま　す。

「「「「学校教育学校教育学校教育学校教育のののの場場場場」」」」とととと「「「「法律法律法律法律やややや制度上制度上制度上制度上」」」」をををを除除除除くすべてのくすべてのくすべてのくすべての分野分野分野分野でででで，，，，〔〔〔〔男性優遇男性優遇男性優遇男性優遇〕〕〕〕とととと感感感感じじじじているているているている人人人人のののの割合割合割合割合がががが半数以上半数以上半数以上半数以上

（注）調査対象は，県内在住の満 20歳以上の県民 2,000人資料：広島県「広島県政世論調査」（平成 17（2005）年度）

資料：内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」

【【【【参考参考参考参考】】】】社会全体社会全体社会全体社会全体におけるにおけるにおけるにおける男女男女男女男女のののの地位地位地位地位のののの平等感平等感平等感平等感（（（（全国全国全国全国））））
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男性の方が優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている 平等 どちらかといえば女性の方が優遇されている 女性の方が優遇されているわからない〔女性優遇〕〔男性優遇〕 無回答家庭生活

社会通念，習慣，しきたりなど

職　　場学校教育の場政治の場法律や制度上
社会全体 1.4

12.313.112.912.711.414.27.9
63.363.662.161.261.864.758.3

19.517.719.520.120.915.927.0
2.42.62.5
4.8
3.63.82.9

0.2
0.8
0.10.10.40.40.1
2.62.82.3
2.11.72.21.2

平成７年７月調査（3,459人）平成12年２月調査（3,378人）平成14年７月調査（3,561人）平成16年11月調査（3,502人）平成19年８月調査（3,118人）女性（1,706人）男性（1,412人）

男性の方が非常に優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている 平等 どちらかといえば女性の方が優遇されている 女性の方が非常に優遇されている 分からない『男性の方が優遇されている』 『女性の方が優遇されている』

0 50 100 （％）平成19年内訳



 ■ 教  育                                    
  高等学校学科別男女の割合  

    
   
 
 

  教員・校長・教頭に占める女性の割合  

 
教 員 数 校 長 教 頭 

区  分 
総数 女性 男性 総数 女性 男性 総数 女性 男性 

小学校 9,713 6,571 3,142 572 202 370 587 208 379
中学校 5,585 2,362 3,223 250 24 226 282 26 256
高等学校 5,808 1,664 4,144 137 3 134 193 8 185
特別支援学校 1,124 662 462 16 3 13 25 5 20
県全体 11,259 10,971 232 743 247 840
 割合（％） 

22,230 
50.6 49.4

975
23.8 76.2

1,087 
22.7 77.3

【参考】全国 474,513 507,620 4,790 33,051 6,468 36,707
 割合（％） 

982,133 
48.3 51.7

37,841
12.7 87.3

43,175 
15.0 85.0

 

１ 高等学校の生徒 
 

 
   
  
  
 学科別に見ると，「家庭に関

する学科」で，生徒数に占める

女性の割合が 92.8％と最も高

く，男性の割合が最も高いのは，

「工業に関する学科」の 90.6％
となっています。 

  
 
 
 
 
 
 
 
２ 教員の状況 
 

   
  
 
   
  

  平成 19（2007）年度の県内 
 の小・中・高等学校，特別支援 
 学校の教員数は，22,230 人で， 
 女性 11,259 人（50.6%），男性 
 10,971 人（49.4%）と，男女比 
 率はほぼ同率となっています。 
  このうち，女性管理職の状況 
 を見ると，校長は 23.8％，教頭 

 は 22.7%となっています。 

「家庭に関する学科」では 
女性が，「工業に関する学科」            

では男性が，９割以上 

教員数の男女比率は 

ほぼ同率 

女性管理職の割合は 

校長 23.8％，教頭 22.7％ 

（注）国立・公立・私立のすべてを含む。 
資料：広島県教育委員会「公立学校基本数」 

  （平成 19（2007）年度）   

－17－

（単位：人）

（注）国立・公立・私立のすべてを含む。 
資料：文部科学省「学校基本調査報告書」（平成 19（2007）年度） 
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 複数回答 

  ■ 家  庭                                    
  
  １日の行動の種類別総平均時間数 

  

 
２ 男性の家事等への参加 

  

  

 

 

 

  男性が家事，子育て，介護， 

 地域活動に参加するために必 

 要なことについて，「夫婦や家 

 族間でのコミュニケーション 

 をよく図ること」と回答した 

 人の割合が男女共に最も高く， 

 次いで，「男性自身の抵抗感を 
 なくすこと」となっています。 

（注）調査対象は，平成 12 年国勢調 
   査調査区のうち，県内 120 調 
   査区の中から無作為に抽出し 
   た約 1,400 世帯に居住する 10 
   歳以上の世帯員 
資料：総務省「社会生活基本調査」 

   （平成 18（2006）年） 

１ １日の生活時間 
  

 

 

 
 

  県内の男女の１日の行動時 

 間を比較すると，２次活動の時 

 間の使い方では男女間に大き 

 な違いが現れています。 

  年齢別に見ると，特に 25～ 

 64 歳の各年齢では，男性の家 

 事関連の時間は女性に比べて 

 短く，仕事関連の時間が長くな 

 っています。 
  

  

 

２次活動の時間の使い方では，

男性の家事関連の時間は 30 分

程度 

「夫婦や家族間でのコミュニ

ケーションをよく図ること」と 
回答した人の割合が最多 

  
 1 次活動：睡眠，食事など生理的に必要な 
      活動 
 2 次活動：仕事，家事など社会生活を営む 
      上で義務的な性格の強い活動 
 3 次活動：1 次，2 次活動以外の各人が自由

      に使える時間における活動 

（注）   調査対象は，平成 12 年国勢調  

   査調査区のうち，県内 120 調 

   査区の中から無作為に抽出し 
   た約 1,400 世帯に居住する 15 
   歳以上の世帯員 
資料：   総務省「社会生活基本調査」 

   （平成 18（2006）年） 

－18－

（注）調査対象は，県内在住の満 20 歳以上 
   の県民 2,000 人 
資料：広島県「広島県政世論調査」 
   （平成 17（2005）年度） 

男性が家事，子育て，介護，地域活動に参加するために必要なこと                            
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　　　　　　　　　　　　　　をよく図ること

男性自身の抵抗感を

　　　　　　　なくすこと

　男性が参加することに対して，

社会の中での評価を高めること

　夫婦の役割分担等についての

当事者の考え方を尊重すること

労働時間短縮や休暇制度を普及し

仕事以外の時間の拡大を図ること

男性が家事等に関心を高めるような，

　　　　　　　啓発や情報提供を行うこと

男性が相談しやすい

　  窓口を設けること

　　　 男性の情報交換の場や仲間

（ネットワーク）づくりをすすめること

研修や講座の開催により，男性の

　　　　 家事等の技能を高めること

女性の側の抵抗感をなくすこと
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安心づくり 

 ■ 健  康                                    
 母子保健関係指標の推移  

 
 

 
 
 
 

１ 母子保健 
  

  
 
 
   

  女性は，妊娠や出産の可能性 
 があることから，ライフサイク 
 ルを通じて，男性とは異なる健 
 康上の問題に直面することがあ 
 ります。 
  周産期，乳児及び新生児の死  
 亡率の動向を見ると，いずれ  
 の指標も年々低下していま 
 す。また，近年では横ばい傾向 
 にあり，全国に比べて低くなっ 
 ています。  

周産期，乳児及び新生児 
の死亡率は近年は横ばい 
傾向 

【周産期死亡率，乳児死亡率，新生児死亡率の推移（全国・県）】

【妊産婦死亡率の推移（全国・県）】 

（注） 
周産期死亡率＝年間の周産期死亡数（※）÷年間の出産（出生＋妊娠満22週以後の死産）数×1,000 

※妊娠満22週（154日）以後の死産に早期新生児（生後１週未満）死亡を加えたもの。 
乳 児 死 亡 率      ＝{年間の乳児（生後1年未満）死亡数÷年間の出生数}×1,000 
新生児死亡率＝{年間の新生児（生後4週（28日）未満）死亡数÷年間の出生数}×1,000 
妊産婦死亡率＝{年間の妊産婦死亡数（※）÷年間の出産（出生＋死産）数（又は年間の出生数）}×100,000
       ※妊娠中又は妊娠終了後満42日未満で妊娠等が原因の死亡 

資料：厚生労働省「人口動態統計」（平成19（2007）年の数値については概数） 
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 ■ 男女間の暴力，セクシュアル・ハラスメント                        

 こども家庭センター等における相談件数等の推移  

こども家庭センター等における相談件数等の状況（平成 19（2007）年度） 
区 分 件 数 （件） 割 合 （%） 区 分 件  数（件） 割   合（%）

面接相談 2,328（2,199） － 一時保護 160（142） － 
うち暴力逃避 907（706） 39.0（32.1）  うちDV 120（95） 75.0(66.9)

電話相談 4,198（4,214） －  
うち暴力逃避 1,566（1,262） 37.3（29.9） 

相談合計 6,526（6,413） － 

うち暴力逃避 2,473（1,968） 37.9（30.7） 

（注）括弧内は前年同期 
 

 
   「エソール広島」相談事業における件数の推移  

 
 
  「性犯罪相談１１０番」の受理件数  

                          〔平成 19（2007）年 1 月～12 月計〕 
内      容 件 数(件) 割 合(％) 

性犯罪の被害申告に関するもの   10（18）   8.4（7.2）
過去の性犯罪被害の悩みに関するもの     4（19）  3.4（7.6） 
性的ないやがらせに関するもの     3（9）  2.5（3.6） 
精神的な悩みに関するもの     3（4）  2.5（1.6） 
男女の性に関するもの     3（15）  2.5（6.0） 
事件容疑情報   17（18） 14.3（7.2）
つきまとい行為に関するもの     4（8）  3.4（3.2） 
男女間暴力     2（6）  1.7（2.4） 
上記以外の相談    73（152）  61.3（61.0）
   合  計 119（249） 

女性   46（77）  38.7（30.9）
男性   15（39）  12.6（15.7） 

 
不明   58（133）  48.7（53.4）

（注）括弧内は前年同期  資料：広島県警察本部調べ  

資料：広島県健康福祉局調べ 

１ 相談件数等 
 
 
 
  こども家庭センター及び婦人

相談員設置市における平成 19
（2007）年度の相談件数は 6,526
件で，前年度より 113 件（1.8％）

増加しています。相談件数のうち

暴力逃避（配偶者等，子，親，その

他の親族及びその他の者による身

体的，精神的又は性的暴力被害）に

関する相談は 2,473 件で，37.9％
を占めています。 

また，一時保護は 160 件で，前

年度より 18 件（12.7％）増加して

おり，そのうちＤＶ（ドメスティ

ック・バイオレンス。39 ページ参

照）に関するものは 120 件で

75.0％を占めています。 
 
  平成 19（2007）年度に広島県 
 女性総合センター「エソール 
 広島」に寄せられた相談は，電 
 話相談が 1,834 件，面接相談が 
 74 件となっています。 
 「 エ ソ ー ル 広 島 」 相 談 事 業 に お け る 
  件数の状況 （平成 19（2007）年度） 

区  分 件 数(件) 割 合(%) 
電話相談 1,834 － 

 うちＤＶ   217(259) 11.8（12.8） 

面接相談   74 － 

 うちＤＶ   14(17） 18.9（19.5） 

相談合計 1,908 － 

 うちＤＶ   231(276） 12.1（13.1） 

（注）括弧内は前年同期 
 
２ 性犯罪 
 
  
 
  平成 19（2007）年の「性犯罪 
 相談 110 番」の電話相談件数は 
 119 件となっており，前年と比較 
 すると，大幅に減少しています。 

電話相談件数は 119 件 

こども家庭センター等に

おける相談件数等は増加 
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資料：（財）広島県女性会議調べ
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（「セクハラを受けた」「セクハラがあった」「あったと思う」と回答した従業員） 

                                複数回答 

13.3

15.2

84.1

81.8 3.0

2.6平成17(2005)年度

平成14(2002)年度

 0　　　　　　　　　　　        　　　　　　50  　　　　　　　　　　　　          　　100 (%)

受けた 受けたことはない 無回答

〔女性従業員，パート（女性）調査〕 

（「セクハラ防止対策を講じている」と回答した事業主）複数回答  

37.4

29.7

22.7

42.8

51.8

52.0

15.8

12.0

20.8

6.5

17年度
(2005)

14
(2002)

平成11
(1999)

4.4

4.1

      0                                                     50                                                100 (%)

講じている 講じていない 検討中 無回答

〔事業主調査〕

74.1

80.0

76.1

77.5

78.6

7.6

3.2

1.6

9.9

4.9

14.5

21.0

13.8

8.7

15.1
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3.8
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平成14(2002)年度

平成17(2005)年度

平成14(2002)年度
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0　　　　　　　　　　   　　　　 50 　　　　　　　　　　 　　　100　(%)

　　　　　　　　　　　　事業主

                 女性従業員・

                 パート（女性）

                 男性従業員・

                 パート（男性）

　　　あった　　　あったと思う　　　　   　　なかった（なかったと思う）　　　　　　　無回答

   本人のセクシュアル・ハラスメント被害の有無  
   〔女性従業員，パート（女性）調査〕 
 
 
 
 
 
 
   職場におけるセクシュアル・ハラスメントの有無の認識  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  セクシュアル・ハラスメントの内容〔平成１７（２００５）年度〕           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  セクシュアル・ハラスメント防止対策の有無  
 〔事業主調査〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
  セクシュアル・ハラスメント防止対策の内容〔平成１７（２００５）年度〕           
 
 
 

 
 
 

 

３ セクシュアル・ハラスメント 
   
 【被害の有無・有無の認識と 
  内容】 
 
 
 
   

  
  パートを含む男女従業員とも，              
 それぞれ約２割が，セクシュア 
 ル・ハラスメント（40 ページ参 
 照）が「あった」，「あったと思 
 う」と回答しています。 
  内容では，「性的な冗談やか 
 らかい，質問をされた」が               
 43.4％と最も多く，次いで「不 
 必要に肩や腰等身体を触られた」 
 が 40.7％となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【防止対策の有無と内容】 
 
 
 
 

 事業主は男女雇用機会均等

法（28 ページ参照）により，セ

クシュアル・ハラスメント防止

対策を講じるよう定められて

おり，事業主の 37.4％が防止対

策を講じています。 
  内容では，「就業規則等への 
 明文化」が 61.0％と最も多く，  
 次いで「相談窓口の設置」が               
 48.6％となっています。 
 

パートを含む男女とも，

約２割が「あった」，「あ

ったと思う」と回答 

（注）調査対象は，広島県内の本所事業所 

   2,500 社（平成 11（1999）・14（2002） 

   年度は 2,000 社）及びそこに勤務す 

   る女性従業員，男性従業員，パート 

   各 2,500 人（平成 11（1999）・14 

   （2002）年度は 2,000 人） 

資料：広島県「広島県働く男女の雇用環境 

   実態調査」   

防止対策を講じている 

事業主の割合は 37.4％ 
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２ 県の男女共同参画に関する指標 
 

数  値 
項  目 

本 県 全 国 

全国

順位
(注１)

調査時点 出 典 

総人口  2,867,423 人 127,053,471 人 12 

女 性 1,479,275 人 64,923,911 人 12 
 

男 性 1,388,148 人 62,129,560 人 12 

平成 19 
(2007)年 

3 月 31 日 

総務省 
「 住 民 基 本 台

帳人口要覧」 

６５歳以上人口   623,287 人 26,675,163 人 11 

女 性  364,769 人 15,375,985 人 11 
 

男 性  258,518 人 11,299,178 人 12 

１５歳未満人口   401,282 人 17,402,456 人 12 

女 性  195,483 人 8,486,449 人 12 
 

男 性  205,799 人  8,916,007 人 12 

平成 19 
(2007)年 

3 月 31 日 

総務省 
「 住 民 基 本 台

帳人口要覧」 
（広島県人権男女

共同参画課調べ） 

世帯数  1,198,083 世帯 51,713,048 世帯 11 
平成 19 

(2007)年 
3 月 31 日 

総務省 
「 住 民 基 本 台

帳人口要覧」 

１世帯当たり人員  2.39 人 2.46 人 36 
平成 19 

(2007)年 
3 月 31 日 

総務省 
「 住 民 基 本 台

帳人口要覧」 
（広島県人権男女

共同参画課調べ） 

３世代同居率 6.8％ 8.6％ 39 
平成 17 

(2005)年 
10 月 1 日 

総務省 
「国勢調査」 
（広島県人権男女

共同参画課調べ） 

平均寿命 ― ― ― 

女 性 86.27 歳 85.75 歳  8 
 

男 性 79.06 歳 78.79 歳 13 

平成 17 
(2005)年 

厚生労働省 
「都道府県別生命

表」 

平均初婚年齢  ― ― ― 

女 性 27.8 歳 28.3 歳 25 
 

男 性 29.5 歳 30.1 歳 28 

婚姻率（人口千対） 5.7 人 5.7 人 10 

離婚率（人口千対） 1.94 人 2.02 人 25 

平成 19 
(2007)年 

厚生労働省 
「 人 口 動 態 統

計 月 報 年 計 」

（概数） 

－22－



 

 

数  値 
項  目 

本 県 全 国 

全国

順位
(注 1)

調査時点 出 典 

出生率（人口千対） 9.1 人 8.6 人  5 

合計特殊出生率  1.43 人 1.34 人 15 

死亡率（人口千対） 9.2 人 8.8 人 29 

平成 19 
(2007)年 

厚生労働省 
「 人 口 動 態 統

計 月 報 年 計 」

（概数） 

就業率 56.9％ 56.0％ 22 

女 性 46.4％ 45.5％ 22 
 
男 性 68.3％ 67.3％ 20 

平成 17 
(2005)年 

10 月 1 日 

総務省 
「国勢調査」 
（広島県人権男女

共同参画課調べ） 

共働き率 46.1％ 44.4％ 29 
平成 17 

(2005)年 
10 月 1 日 

総務省 
「国勢調査」 
（広島県人権男女

共同参画課調べ） 

月間総実労働時間数 
（事業所規模５人以上） 155.4 時間 150.9 時間 20 

女 性 134.4 時間 131.2 時間 30 
 

男 性 169.6 時間 165.3 時間 15 

月間現金給与総額 
（事業所規模５人以上） 331.4 千円 335.8 千円 7 

女 性 210.7 千円 213.2 千円 16 
 

男 性 412.5 千円 425.4 千円 12 

平成 18 
(2006)年 

厚生労働省 
「 毎 月 勤 労 統

計調査年報」 

平均勤続年数 （注２） 12.2 年 11.8 年 15 

女 性 9.0 年 8.7 年 25 
 

男 性 13.5 年 13.3 年 19 

平成 19 
(2007)年 

厚生労働省 
「 賃 金 構 造 基

本 統 計 調 査 報

告」 

高等学校等進学率  96.9％ 97.7％ 45 

女 性 97.1％ 98.0％ 45 
 

男 性 96.7％ 97.4％ 44 

大学等進学率 59.3％ 51.2％ 3 

女 性 60.6％ 52.5％ 3 
 

男 性 58.1％ 50.0％ 3 

平成 19 
(2007)年度 

文部科学省 
「学校基本調査報

告書」 

（注１） 全国順位は，全都道府県の数値を降順に並べ替えたものの順位である。 

（注２） 平均勤続年数の本県の全労働者の数値（12.2 年）及び全国順位（15 位）については，厚生労働省

「平成 19（2007）年賃金構造基本統計調査（都道府県別速報）」によるものである。 
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